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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の進行方向に存在する物標を検出して、車両と物標との衝突回避を支援する運転支
援装置であって、
　前記物標が所定の数以上検出されたという第１条件を満足するか否かを判断する第１判
断部と、
　車両が所定の速度以下で走行しているという第２条件を満足するか否かを判断する第２
判断部と、
　所定の回転角以上となるハンドルの切り返し操作が所定の時間内に所定の回数以上行わ
れたという第３条件を満足するか否かを判断する第３判断部と、
　前記第１乃至第３判断部において前記第１乃至第３条件の全てを満足するとの判断に基
づいて、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路であると判断する第４
判断部と、を備える、
　運転支援装置。
【請求項２】
　前記第４判断部は、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路であるか
否かの判断を所定の間隔で繰り返して実行し、前回と異なる判断を行ってから一定の時間
が経過するまでは判断を行わない、
　請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
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　前記第４判断部によって、複数の物標で混雑している道路であると判断されると、複数
の物標で混雑していない道路であると判断された場合に比べて、衝突回避の支援が作動さ
れ難くなるように制御する制御部をさらに備える、
　請求項１または２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記運転支援装置が、車両が前記物標に衝突するまでの衝突時間を予測し、当該予測し
た衝突時間が所定の基準値以下の場合に、衝突回避の支援を作動させ、
　前記制御部は、前記第４判断部によって複数の物標で混雑している道路であると判断さ
れると、前記衝突時間に所定のオフセット時間を加算した時間を前記所定の基準値と比較
する、
　請求項３に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記運転支援装置が、車両と前記物標との相対距離を測定し、当該測定した相対距離が
所定の基準値以下の場合に、衝突回避の支援を作動させ、
　前記制御部は、前記第４判断部によって複数の物標で混雑している道路であると判断さ
れると、前記相対距離に所定のオフセット距離を加算した距離を前記所定の基準値と比較
する、
　請求項３に記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に搭載され、車両と物標との衝突を回避するための運転支援を行う運転
支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１に、車両の前方に存在する物標（先行車両、駐車車両、路上設置物
、歩行者など）を検知して、車両と物標との衝突回避を支援する運転支援装置が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－０３１９６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　路上設置物がある車幅の狭い道路や路側に歩行者が多い道路など、車両の周辺が複数の
物標で混雑している道路（以下「混雑環境道路」という）では、車両との衝突危険性が高
いと判断される物標が多いため、運転支援装置において衝突回避支援が頻繁に作動するこ
とが考えられる。
【０００５】
　しかし、このような混雑環境道路では、例えば図５に示すように、ドライバーに危険回
避の意思があれば、車両の速度を落としたり車両を左右に操舵して歩行者（ＡやＢ）との
距離を保ったりして、周囲を注意しながら運転すると思われる。よって、混雑環境道路に
おいて通常の道路（車幅が広い道路や路側に歩行者が少ない道路など）と同様に作動判断
を行って頻繁に衝突回避支援を作動させてしまうと、危険回避の意思があるドライバーに
煩わしさを与えてしまう虞がある。
【０００６】
　この煩わしさを抑制するための対策として、例えば、混雑環境道路では、通常の道路よ
りも衝突回避支援が作動され難くいように制御することが考えられる。しかしながら、従
来の技術では、車両が走行している道路が混雑環境道路であるか否かを判断していない。
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そのため、車両が走行している道路が混雑環境道路であるか否かを判断することができる
装置が望まれている。
【０００７】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、車両が走行している道路が複数の物
標で混雑している道路であるか否かを判断することができる、運転支援装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様は、車両の進行方向に存在する物標を検出
して、車両と物標との衝突回避を支援する運転支援装置であって、物標が所定の数以上検
出されたという第１条件を満足するか否かを判断する第１判断部と、車両が所定の速度以
下で走行しているという第２条件を満足するか否かを判断する第２判断部と、所定の回転
角以上となるハンドルの切り返し操作が所定の時間内に所定の回数以上行われたという第
３条件を満足するか否かを判断する第３判断部と、第１乃至第３判断部において第１乃至
第３条件の全てを満足するとの判断に基づいて、車両が走行している道路が複数の物標で
混雑している道路であると判断する第４判断部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　本態様では、道路周辺が複数の物標で混雑していることを推定可能な車両の進行方向に
ある物標数の多さ（第１条件）に加えて、複数の物標で混雑している道路においてドライ
バーが取り得る可能性が高いと考えられる行動である、車両の走行速度の低減（第２条件
）およびハンドルの切り返し操作の多さ（第３条件）をも、一緒に判断する。この判断に
よって、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路であるか否かを精度よ
く判断することが可能となる。
【００１０】
　ここで、第４判断部は、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路であ
るか否かの判断を所定の間隔で繰り返して実行し、前回と異なる判断を行ってから一定の
時間が経過するまでは判断を行わないように制御してもよい。
【００１１】
　この制御によって、車両が走行している道路について、複数の物標で混雑している道路
であるという判断と、複数の物標で混雑していない道路であるという判断とが、一定の時
間よりも短い時間で頻繁に切り替わってしまうことを回避できる。
【００１２】
　また、本態様において、第４判断部によって、複数の物標で混雑している道路であると
判断されると、複数の物標で混雑していない道路であると判断された場合に比べて、衝突
回避の支援が作動され難くなるように制御する制御部をさらに備えてもよい。
【００１３】
　この衝突回避の支援が作動され難くなるようにする制御は、例えば、運転支援装置が、
車両が物標に衝突するまでの衝突時間を予測し、この予測した衝突時間が所定の基準値以
下の場合に衝突回避の支援を作動させるのであれば、第４判断部によって複数の物標で混
雑している道路であると判断されると、制御部が、衝突時間に所定のオフセット時間を加
算した時間を所定の基準値と比較することで実現可能である。
【００１４】
　あるいは、この衝突回避の支援が作動され難くなるようにする制御は、例えば、運転支
援装置が、車両と物標との相対距離を測定し、この測定した相対距離が所定の基準値以下
の場合に衝突回避の支援を作動させるのであれば、第４判断部によって複数の物標で混雑
している道路であると判断されると、制御部は、相対距離に所定のオフセット距離を加算
した距離を所定の基準値と比較することで実現可能である。
【００１５】
　この制御部の制御によって、複数の物標で混雑している道路でドライバーに危険回避の
意思があるような場面において、通常の道路と同様に作動判断を行って頻繁に衝突回避支
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援を作動させてしまい、ドライバーに煩わしさを与えてしまうという虞がなくなる。
【発明の効果】
【００１６】
　上記本発明の運転支援装置によれば、車両が走行している道路が複数の物標で混雑して
いる道路であるか否かを判断することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る運転支援装置の概略構成を示す図
【図２】運転支援装置が実行する支援制御の第１例を説明するフローチャート
【図３】運転支援装置が実行する支援制御の第２例を説明するフローチャート
【図４】運転支援装置が実行する支援制御の第３例を説明するフローチャート
【図５】混雑環境道路の一例を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
［概要］
　本発明は、車両の進行方向に存在する物標を検出して、車両と物標との衝突回避を支援
する運転支援装置である。この運転支援装置は、車両が走行している道路が複数の物標で
混雑している道路であるか否かを、車両の進行方向にある物標数、車両の走行速度、およ
びドライバーによるハンドル切り返し操作の回数という、３つの項目を用いて判断する。
これにより、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路であることを精度
よく判断できる。
【００１９】
［運転支援装置の構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係る運転支援装置２０を含む車両用システム１の概略構
成を示す図である。図１に例示した車両用システム１は、外界センサ１１と、車輪速セン
サ１２と、加速度センサ１３と、舵角センサ１４と、本実施形態に係る運転支援装置２０
と、ＨＭＩ制御部３１と、エンジン制御部３２と、ステアリング制御部３３と、ブレーキ
制御部３４と、を備えて構成されている。
【００２０】
　外界センサ１１は、車両の外界に関する情報を検出するためのセンサである。具体的に
は、外界センサ１１は、車両前部に設置され、主に車両周辺の前方に存在する歩行者、自
転車、他の車両、および路上設置物などの物標を検出する。この外界センサ１１には、例
えば、レーザー、ミリ波、マイクロ波、または超音波を利用したレーダーセンサや、ＣＣ
Ｄ（Charge Coupled Device）またはＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconduct
or）を利用したカメラセンサなど、を用いることができる。外界センサ１１で検出された
物標の情報は、運転支援装置２０に出力される。
【００２１】
　車輪速センサ１２は、車輪の回転速度（または回転量）を検出するためのセンサである
。この車輪速センサ１２は、車両の各車輪に設置されている。車輪速センサ１２で検出さ
れた回転速度（または回転量）の情報は、運転支援装置２０に出力される。
【００２２】
　加速度センサ１３は、車両の所定の場所に設置され、車両に加わる加速度Ｇの大きさを
検出するためのセンサである。この加速度センサ１３には、例えば、車両の前後方向、車
幅方向、および上下方向の加速度を検出する３軸加速度計を利用することができる。加速
度センサ１３で検出された加速度の情報は、運転支援装置２０に出力される。
【００２３】
　舵角センサ１４は、ドライバーの操舵操作に応じたハンドル（ステアリングホイール）
の操舵角を検出するためのセンサである。この舵角センサ１４は、例えば、車両のステア
リング制御部３３に設置されている。舵角センサ１４で検出された操舵角の情報は、運転
支援装置２０に出力される。
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【００２４】
　ＨＭＩ（Human Machine Interface）制御部３１は、運転支援装置２０から出力される
指示に従って、ドライバーに対する運転支援の作動状態などの情報提示を制御することが
可能な手段である。情報提示には、例えば、ヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）、ナビ
ゲーションシステムのモニタ、メーターパネル、およびスピーカーなどのデバイス（図示
せず）が用いられる。
【００２５】
　エンジン制御部３２は、運転支援装置２０から出力される指示に従って、例えばエンジ
ンなどの内燃装置（図示せず）への燃料供給の状態を制御することが可能な手段である。
【００２６】
　ステアリング制御部３３は、運転支援装置２０から出力される指示に従って、例えば電
動パワーステアリング機構（図示せず）によって車両の操舵を補助する力を制御すること
が可能な手段である。
【００２７】
　ブレーキ制御部３４は、運転支援装置２０から出力される指示に従って、例えば自動ブ
レーキ機構（図示せず）によって車両の車輪に自動で発生させる制動力を制御することが
可能な手段である。
【００２８】
　運転支援装置２０は、外界センサ１１、車輪速センサ１２、加速度センサ１３、および
舵角センサ１４から取得される車両に関する情報および物標に関する情報などに基づいて
、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路（物標混雑道路）であるか否
かを判断する。
【００２９】
　また、運転支援装置２０は、車両が走行している道路が物標混雑道路であると判断した
場合には、必要に応じて、ＨＭＩ制御部３１、エンジン制御部３２、ステアリング制御部
３３、およびブレーキ制御部３４の少なくとも１つに対して、衝突回避のための運転支援
制御の作動を指示することができる。
【００３０】
　この運転支援装置２０は、典型的には中央演算処理装置（ＣＰＵ：Central Processing
 Unit）、メモリ、および入出力インタフェースなどを含んだ電子制御ユニット（ＥＣＵ
：Electronic Control Unit）として構成され得る。この電子制御ユニットは、メモリに
格納された所定のプログラムをＣＰＵが読み出して実行することによって、後述する判断
部２１および／または制御部２２としての機能を実現する。
【００３１】
［運転支援装置による制御］
　＜第１例＞
　次に、図２を参照して、本発明の一実施形態に係る運転支援装置２０で実行される衝突
回避支援制御の第１例について説明する。図２は、第１例による混雑判断の処理手順を説
明するフローチャートである。
【００３２】
　この図２に示した第１例は、運転支援装置２０の判断部２１によって実行され、車両が
走行している道路が混雑環境道路であるか否かを判断することにより、衝突回避を支援す
る例である。この混雑判断処理は、例えば、車両のエンジンが始動することによって開始
され、エンジンが停止するまで、例えば所定の間隔で繰り返して実行される。
【００３３】
　ステップＳ２０１：この処理では、外界センサ１１で検出された物標に関する情報に基
づいて、車両の進行方向に存在する物標の数Ｎが求められる。そして、求められた物標数
Ｎが、所定の数Ｎth以上である（Ｎ≧Ｎth）か否かが判断される。すなわち、このステッ
プＳ２０１の処理では、車両の進行方向において物標が所定の数Ｎth以上検出されたとい
う第１条件を満足するか否かが判断される。
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【００３４】
　なお、所定の数Ｎthは、任意に設定することが可能である。例えば、所定の数Ｎthは、
固定値であってもよいし、車両の内外から取得可能な走行環境（例えば、車幅、時間、天
候）などに応じて変化させた値であってもよい。
【００３５】
　上記ステップＳ２０１で、第１条件を満足する（Ｎ≧Ｎth）と判断された場合（Ｓ２０
１、Ｙｅｓ）、ステップＳ２０２に処理が進む。一方、第１条件を満足しない（Ｎ＜Ｎth
）と判断された場合（Ｓ２０１、Ｎｏ）、ステップＳ２０５に処理が進む。
【００３６】
　ステップＳ２０２：この処理では、車輪速センサ１２および加速度センサ１３などで検
出された車両に関する情報に基づいて、車両の走行速度Ｖが求められる。そして、求めら
れた走行速度Ｖが、所定の速度Ｖth以下である（Ｖ≦Ｖth）か否かが判断される。すなわ
ち、このステップＳ２０２の処理では、車両が所定の速度Ｖth以下で走行しているという
第２条件を満足するか否かが判断される。
【００３７】
　なお、所定の速度Ｖthは、任意に設定することが可能である。例えば、所定の速度Ｖth
は、運転支援装置２０が衝突回避支援の作動を判断するために用いられる閾値と同じ値で
あってもよいし、本第１例による車両が走行している道路が物標混雑道路であるか否かの
判断だけに用いられる閾値であってもよい。
【００３８】
　上記ステップＳ２０２で、第２条件を満足する（Ｖ≦Ｖth）と判断された場合（Ｓ２０
２、Ｙｅｓ）、ステップＳ２０３に処理が進む。一方、第２条件を満足しない（Ｖ＞Ｖth
）と判断された場合（Ｓ２０２、Ｎｏ）、ステップＳ２０５に処理が進む。
【００３９】
　ステップＳ２０３：この処理では、舵角センサ１４で検出された車両に関する情報に基
づいて、所定の時間内におけるドライバーによる特定のハンドル操作が行われた回数Ｒが
求められる。そして、求められたハンドル操作回数Ｒが、所定の回数Ｒth以上である（Ｒ
≧Ｒth）か否かが判断される。
【００４０】
　このハンドル操作回数Ｒは、例えば次のようにして求められる。まず、ドライバーによ
って行われた左操舵から右操舵へまたはその逆へのハンドル切り返し操作が検出される。
次に、この検出されたハンドル切り返し操作において、ハンドルが回転した回転角Ｄが求
められる。そして、このハンドルの回転角Ｄが所定の回転角Ｄth以上であれば（Ｄ≧Ｄth
）、特定のハンドル操作と判定されて、操作有りの情報が操作時刻の情報と共に運転支援
装置２０が備えるメモリ（図示せず）などに記憶される。ステップＳ２０３の処理では、
上記情報が記憶されたメモリが参照されて、処理の時点から所定の時間ｔ（例えば数十秒
）を遡った期間内に行われた特定のハンドル操作の合計回数が、ハンドル操作回数Ｒとし
て算出される。
【００４１】
　この例において、すなわち、このステップＳ２０３の処理では、所定の回転角Ｄth以上
となるハンドルの切り返し操作が所定の時間ｔ内に所定の回数Ｒth以上行われたという第
３条件を満足するか否かが判断される。
【００４２】
　なお、所定の回転角Ｄth、所定の回数Ｒth、および所定の時間ｔは、それぞれ任意に設
定することが可能である。例えば、所定の回転角Ｄth、所定の回数Ｒth、および所定の時
間ｔは、固定値であってもよいし、車両の内外から取得可能な走行環境（例えば、車幅、
時間、天候）などに応じて変化させた値であってもよい。
【００４３】
　上記ステップＳ２０３で、第３条件を満足する（Ｒ≧Ｒth）と判断された場合（Ｓ２０
３、Ｙｅｓ）、ステップＳ２０４に処理が進む。一方、第３条件を満足しない（Ｒ＜Ｒth
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）と判断された場合（Ｓ２０３、Ｎｏ）、ステップＳ２０５に処理が進む。
【００４４】
　ステップＳ２０４：この処理では、上述した第１条件、第２条件、および第３条件の全
てを満足しているので、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路である
、つまり混雑環境道路であると判断される。判断がされると、本混雑判断処理の１フロー
が終了する。
【００４５】
　ステップＳ２０５：この処理では、上述した第１条件、第２条件、および第３条件の全
てを満足していないので、車両が走行している道路が複数の物標で混雑している道路では
ない、つまり混雑環境道路ではなく通常の道路であると判断される。判断がされると、本
混雑判断処理の１フローが終了する。
【００４６】
　上記判断の結果は、例えば、車両が走行している道路が混雑環境道路であると判断され
た場合（ステップＳ２０４）には、予め定めた混雑環境判断フラグを「１」に設定し、車
両が走行している道路が混雑環境道路ではないと判断された場合（ステップＳ２０５）に
は、当該混雑環境判断フラグを「０」に設定して、車両の制御に役立たせることなどが考
えられる。
【００４７】
　上記ステップＳ２０４またはＳ２０５において判断がなされて１フローが終了した後は
、例えば、所定の時間経過後に再び上記ステップＳ２０１に戻って、上述した処理が繰り
返し実行される。
【００４８】
　このように、衝突回避支援制御の第１例では、混雑環境道路との関連性が高い３つの項
目、すなわち車両の進行方向にある物標数Ｎ、車両の走行速度Ｖ、およびドライバーによ
るハンドル切り返し操作の回数Ｒを、全て判断することにより、車両が走行している道路
が混雑環境道路であるか否かを精度よく判断することが可能となる。
【００４９】
　＜第２例＞
　次に、図３を参照して、本発明の一実施形態に係る運転支援装置２０で実行される衝突
回避支援制御の第２例について説明する。図３は、第２例による混雑判断の処理手順を説
明するフローチャートである。
【００５０】
　この図３に示した第２例は、運転支援装置２０の判断部２１によって実行され、上述し
た第１例による混雑判断処理にステップＳ３０１を加えたことが異なる。以下、第２例に
ついて、この異なるステップＳ３０１の処理を説明し、他の処理については第１例と同じ
ステップ番号を付してその説明を省略する。
【００５１】
　ステップＳ３０１：この処理では、以前に実行されたフローにおいて、車両が走行して
いる道路が混雑環境道路か否かについて最後に前回と異なる判断が行われてから、一定の
時間Ｔが経過したか否かが判断される。前回と異なる判断とは、前後するフローにおいて
、混雑環境道路であるという判断（ステップＳ２０４）から混雑環境道路ではないという
判断（ステップＳ２０５）に変更されたこと、または混雑環境道路ではないという判断（
ステップＳ２０５）から混雑環境道路であるという判断（ステップＳ２０４）に変更され
たことをいう。
【００５２】
　この一定の時間Ｔの経過は、例えば次のようにして判断される。ステップＳ２０４にお
いて車両が走行している道路が混雑環境道路であるという判断がされる、またはステップ
Ｓ２０５において車両が走行している道路が混雑環境道路ではないという判断がされると
、その判断の情報が時刻の情報と共に運転支援装置２０が備えるメモリ（図示せず）など
に逐次記憶される。ステップＳ３０１の処理では、上記情報が記憶されたメモリが参照さ
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れて、前回と異なる判断が行われた時刻が特定され、最後に前回と異なる判断が行われた
時刻から現在の時刻までに一定の時間Ｔ（例えば数秒）が経過したか否かが判断される。
なお、一定の時間Ｔの長さは、任意に設定することが可能である。
【００５３】
　上記ステップＳ３０１で、一定の時間Ｔが経過したと判断された場合（Ｓ３０１、Ｙｅ
ｓ）、ステップＳ２０１に処理が進む。一方、一定の時間Ｔが経過していないと判断され
た場合（Ｓ３０１、Ｎｏ）、本混雑判断処理の１フローが終了する。
【００５４】
　このように、衝突回避支援制御の第２例では、いずれか一方の混雑判断から他方の混雑
判断への変更（前回と異なる判断）を最後に行ってから一定の時間Ｔが経過するまでは、
一方の混雑判断に再び変更することを禁止している。これにより、車両が走行している道
路について、混雑環境道路であるという判断と混雑環境道路ではないという判断とが、一
定の時間Ｔよりも短い時間で頻繁に切り替わってしまうことを回避できる。
【００５５】
　よって、例えば、複数の歩行者で混雑している道路を走行しているにも関わらずたまた
ま歩行者が途切れていたことで、運転支援装置２０が混雑環境道路ではないと瞬間的に判
断してしまうような制御がなされてしまう虞を抑制できる。
【００５６】
　＜第３例＞
　次に、図４をさらに参照して、本発明の一実施形態に係る運転支援装置２０で実行され
る衝突回避支援制御の第３例について説明する。図４は、第３例による衝突回避判断の処
理を説明するフローチャートである。
【００５７】
　この第３例は、運転支援装置２０の制御部２２によって実行され、上述した第１例また
は第２例による混雑判断の結果を衝突回避判断に利用する例である。典型的には、図４に
示すフローは、図２または図３に示すフローと共に、例えば、車両のエンジンが始動する
ことによって開始され、エンジンが停止するまで、例えば所定の間隔で繰り返して実行さ
れる。
【００５８】
　ステップＳ４０１：この処理では、車輪速センサ１２、加速度センサ１３、および舵角
センサ１４から取得される車両に関する情報および物標に関する情報などに基づいて、車
両が物標に衝突する可能性を示す所定の衝突判断値Ｃが算出される。衝突判断値Ｃには、
例えば、車両が物標に衝突するまでの予測時間（ＴＴＣ：Time To Collision）や、車両
と物標との相対距離などを、用いることができる。衝突判断値Ｃが算出されると、ステッ
プＳ４０２に処理が進む。
【００５９】
　ステップＳ４０２：この処理では、車両が走行している道路が混雑環境道路であるとの
判断がなされているか否かが判断される。具体的には、この判断は、上記第１例または第
２例の処理によって実行された混雑判断の結果に基づいて行われる。例えば、車両が走行
している道路が混雑環境道路であるか否かの結果が、予め定めた混雑環境判断フラグを用
いて示されているような場合には、このフラグが立っているか否かを確認することによっ
て、混雑環境道路であるか否かを容易に判断することができる。
【００６０】
　上記ステップＳ４０２で、混雑環境道路であるとの判断がなされていると判断された場
合（Ｓ４０２、Ｙｅｓ）、ステップＳ４０３に処理が進む。一方、混雑環境道路ではない
との判断がなされていると判断した場合（Ｓ４０２、Ｎｏ）、ステップＳ４０４に処理が
進む。
【００６１】
　ステップＳ４０３：この処理では、上記ステップＳ４０１で算出された衝突判断値Ｃに
所定のオフセット値が加算される。このオフセット値は、例えば衝突判断値Ｃが、車両が
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物標に衝突するまでの時間であれば時間の値に設定され、車両と物標との相対距離であれ
ば距離の値に設定される。衝突判断値Ｃにオフセット値が加算されると、ステップＳ４０
４に処理が進む。
【００６２】
　ステップＳ４０４：この処理では、衝突判断値Ｃに基づいて、車両が物標に衝突する可
能性が判断される。この判断は、例えば、衝突判断値Ｃと所定の基準値Ｃthとの比較結果
によって判断することができる。なお、所定の基準値Ｃthは、任意に設定することが可能
である。
【００６３】
　例えば、衝突判断値Ｃが基準値Ｃth1以下かつ基準値Ｃth2以下であれば（Ｃ≦Ｃth1、
Ｃ≦Ｃth2）、衝突の可能性が大きいと判断してもよい。また、衝突判断値Ｃが基準値Ｃt
h1以下かつ基準値Ｃth2を越えれば（Ｃ≦Ｃth1、Ｃ＞Ｃth2）、衝突の可能性が小さいと
判断してもよい。さらに、衝突判断値Ｃが基準値Ｃth1を越えかつ基準値Ｃth2を越えれば
（Ｃ＞Ｃth1、Ｃ＞Ｃth2）、衝突の可能性がほぼ無いと判断してもよい。
【００６４】
　具体例で説明する。例えば、基準値Ｃth1＝２０、基準値Ｃth2＝１０、およびオフセッ
ト値＝１０と設定されている場合に、衝突判断値Ｃ＝１５が算出された場面を想定する。
ここで、車両が走行している道路が混雑環境道路でなければ、Ｃth1＞Ｃ＞Ｃth2との判定
に従って衝突の可能性が小さいと判断される。一方、車両が走行している道路が混雑環境
道路であれば、Ｃ＋１０＞Ｃth1、Ｃ＋１０＞Ｃth2との判定に従って衝突の可能性がほぼ
無いと判断される。
【００６５】
　上記ステップＳ４０４で、衝突の可能性が大きいと判断された場合（Ｓ４０４、可能性
大）、ステップＳ４０５に処理が進む。または、衝突の可能性が小さいと判断された場合
（Ｓ４０４、可能性小）、ステップＳ４０６に処理が進む。あるいは、衝突可能性がほぼ
無いと判断された場合（Ｓ４０４、可能性無し）、本衝突回避判断処理の１フローが終了
する。
【００６６】
　ステップＳ４０５：この処理では、衝突の可能性が大きいとの判断に対して、衝突を回
避するための運転支援制御が作動される。この運転支援制御は、例えば、ブレーキ制御部
３４を介した、ドライバーのブレーキ操作に関係なく車両の車輪に自動的に制動力を与え
る制御である。衝突を回避するための運転支援制御が作動されると、本衝突回避判断処理
の１フローが終了する。
【００６７】
　ステップＳ４０６：この処理では、衝突回避動作を作動させるまでには至らない衝突の
可能性が小さいとの判断に対して、衝突の危険をドライバーなどに知らせるための運転支
援制御が作動される。この運転支援制御は、例えば、ＨＭＩ制御部３１を介した、メータ
ーパネルなどの表示装置に衝突予知警報を表示させる制御である。衝突の危険をドライバ
ーなどに知らせるための運転支援制御が作動されると、本衝突回避判断処理の１フローが
終了する。
【００６８】
　上記ステップＳ４０５またはＳ４０６において判断がなされるか、あるいは上記ステッ
プＳ４０４において衝突可能性がほぼ無いと判断されて、１フローが終了した後は、例え
ば、所定の時間経過後に再び上記ステップＳ４０１に戻って、上述した処理が繰り返し実
行される。
【００６９】
　このように、衝突回避支援制御の第３例では、車両が走行している道路が混雑環境道路
であると判断された場合には、車両が物標に衝突する可能性を示す衝突判断値Ｃにオフセ
ット値が加算される。これにより、車両が走行している道路が混雑環境道路であると判断
された場合は、車両が走行している道路が混雑環境道路でないと判断された場合と比べて
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、運転支援制御が作動され難くなる。
【００７０】
［本実施形態による作用および効果］
　以上のように、本発明の一実施形態に係る運転支援装置２０によれば、判断部２１にお
いて混雑環境道路との関連性が高い、車両の進行方向にある物標数Ｎ、車両の走行速度Ｖ
、およびドライバーによるハンドル切り返しの操作回数Ｒの３項目が、第１条件、第２条
件、および第３条件を全て満足するかを判断することによって、車両が走行している道路
が混雑環境道路であるか否かを判断する。
【００７１】
　上記３つの項目の判断によって、いずれかの１つまたは２つの項目だけを判断する場合
に比べて、車両が走行している道路が混雑環境道路であることを精度よく判断することが
できる。
【００７２】
　また、本実施形態に係る運転支援装置２０によれば、判断部２１では、車両が走行して
いる道路が混雑環境道路であるか否かの判断を行った後、その判断を行った時点から一定
の時間Ｔが経過するまでは判断を変更しないように制御することができる。
【００７３】
　この制御によって、車両が走行している道路が混雑環境道路であるという判断と、車両
が走行している道路が混雑環境道路ではないという判断とが、一定の時間Ｔよりも短い時
間で頻繁に切り替わってしまうことを回避できる。
【００７４】
　さらに、本実施形態に係る運転支援装置２０によれば、制御部２２によって、判断部２
１によって複数の物標で混雑している道路であると判断されると、複数の物標で混雑して
いない道路であると判断された場合に比べて、衝突回避の支援が作動され難くなるように
制御することができる。
【００７５】
　この制御部２２の制御によって、混雑環境道路でドライバーに危険回避の意思があるよ
うな場面において、通常の道路と同様に作動判断を行って頻繁に衝突回避支援を作動させ
てしまい、ドライバーに煩わしさを与えてしまうという虞がなくなる。
【００７６】
　以上、本発明を詳細に説明してきたが、上述の説明はあらゆる点において本発明の例示
にすぎず、その範囲を限定しようとするものではない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で
種々の改良や変形を行うことができることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明の運転支援装置は、車両などに利用可能であり、車両が走行している道路が複数
の物標で混雑している道路であるか否かを判断したい場合などに有用である。
【符号の説明】
【００７８】
１　　車両用システム
１１　外界センサ
１１　車輪速センサ
１２　加速度センサ
１３　舵角センサ
２０　運転支援装置
２１　判断部
２２　制御部
３１　ＨＭＩ制御部
３２　エンジン制御部
３３　ステアリング制御部
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３４　ブレーキ制御部

【図１】 【図２】
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【図５】
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